
記

  ※ 本取次ぎサービスは無料ですが、取次ぎ後の司法書士へのご相談や成年後見制度利用に伴うご相談

④ 相談・制度利用の確認等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　　ます。

① 取次ぎの依頼

平成２６年８月５日

サービス」の協定を締結し、平成２６年８月１１日（月）より、成年後見制度に関するご相談・ご利用

　　とともに、制度利用の確認等を行います。

③ 担当司法書士の紹介

　　成年後見制度の担い手となる後見人の養成など、制度普及に向けた諸活動に積極的に取り組んでい

　⑤　お客さまのご判断により、必要に応じて任意後見契約等を締結します。

　　 法書士を推薦します。

　③　当金庫は、担当司法書士をお客さまに紹介します。

　　少子高齢化の急速な進展等を背景に、お客さまやご親族からの成年後見制度に関するご相談・お問

　④　担当司法書士は、お客さまと面談し成年後見制度等についてご相談・お問い合わせをお受けする

　①　当金庫は、お客さまから成年後見制度に関するご相談や制度のご利用に関して、リーガルサポー

　満足度の向上を目指すものです。

　い合わせが大幅に増加しています。今般のリーガルサポートとの協定締結を通じて、成年後見制度に

２．成年後見制度取次ぎサービスの概要

を希望される当金庫のお客さまをリーガルサポートに取次ぎ、リーガルサポートが推薦する司法書士を

⑤ 任意後見契約等

　　た公益法人で、全国５０支部、約７，０００名の司法書士会員により組織されています。

 　　費用等は、お客さまと担当司法書士との間で個別にご相談いただくこととなります。

【ご参考】公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

② 連絡・調整

　　 トへの取次ぎ依頼を受け付けます。

　②　当金庫から連絡を受けたリーガルサポートは、リーガルサポート会員の司法書士の中から担当司

ご紹介するサービスを開始いたします。

　　　日本司法書士会連合会が中心となり、成年後見制度の受け皿として平成１１年１２月に設立され

大 和 信 用 金 庫

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートとの
「成年後見制度取次ぎサービス」の開始について

　関するご相談・お問い合わせに対し、より適切にお応えできるよう体制を構築することで、お客さま

1．協定締結の目的

　大和信用金庫（本店：桜井市　理事長：郡山　尚）は、このたび公益社団法人成年後見センター・リ

ーガルサポート（理事長：松井秀樹、以下「リーガルサポート」といいます）と「成年後見制度取次ぎ
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